
受 付 日 令和７年１月22日（水）

要 旨 教科用図書（教科書）の展示について

内 容

（要望）

　教科用図書（教科書）の展示後に、（福祉センター図書室

で）一般に貸出をしてほしい。

回 答 日 令和７年２月５日（水）

回 答

　義務教育諸学校で使用する教科書については、法令で原則と

して４年間同一の教科書を採択することとなっています。

　令和６年度は、令和７年度から中学校で使用する教科書が採

択の対象であったことから、令和６年６月に役場本庁舎・母島

支所内で教科用図書の展示をしておりました。

　現在、教科用図書の一般公開及び貸出について実施予定はあ

りませんが、教科用図書や教科に対する一層の理解を深めてい

ただけるよう、閲覧できる機会を検討して参ります。

村民の声対応状況（令和７年２月①）


